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宮崎県規則第31号

宮崎県行政組織規則の一部を改正する規則

宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（こども政策課）

第31条 こども政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（５） ［略］

（名称等）

第 262条 法第 138条の４第３項の規定に基づき設置された附属機

関の名称、担任事務及び主管部課は、次のとおりである。

（こども政策課）

第31条 こども政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

（１）～（５） ［略］

（６） 子ども・子育て支援会議に関すること。

（名称等）

第 262条 法第 138条の４第３項の規定に基づき設置された附属機

関の名称、担任事務及び主管部課は、次のとおりである。

主管部課担 任 事 務名 称

［略］

［略］障害者基本法（昭和45年法律第84

号）第26条第２項の規定による障

がい者に関する施策の総合的かつ

計画的な推進について必要な事項

及び障がい者に関する施策の推進

について必要な関係行政機関相互

の連絡調整を要する事項の調査審

議に関する事務

宮崎県障害者

施策推進協議

会

［略］

［略］感染症の診査

に関する協議

会

主管部課担 任 事 務名 称

［略］

［略］障害者基本法（昭和45年法律第84

号）第36条第１項の規定による県

障害者計画に関する同法第11条第

５項（同条第９項において準用す

る場合を含む。）に規定する事項

の処理、障がい者に関する施策の

総合的かつ計画的な推進について

必要な事項の調査審議及びその施

策の実施状況の監視並びに障がい

者に関する施策の推進について必

要な関係行政機関相互の連絡調整

を要する事項の調査審議に関する

事務

宮崎県障害者

施策推進協議

会

［略］

［略］感染症の診査

に関する協議

会

福祉保健

部こども

政策局こ

宮崎県子ども・子育て支援会議条

例（平成25年宮崎県条例第28号）

第２条の規定による県子ども・子

宮崎県子ども

・子育て支援

会議
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

［略］

ども政策

課

育て支援事業支援計画に関する子

ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号）第62条第５項に規定す

る事項の処理並びに子ども・子育

て支援に関する施策の総合的かつ

計画的な推進に関し必要な事項及

び当該施策の実施状況の調査審議

に関する事務

［略］
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